
認定の取消・格下げ及び再評価について

ＡＡ

Ａ

７．（１）①から③までの
事由による認定の取消

認定なし

７．（１）④及び⑤の
事由による認定の取消

認定なし

資料２ 別紙３

再評価

再評価の結果
一定基準以上の場合

再評価の結果
一定基準未満の場合

取消後３年は
申請資格なし

取消後１年は
申請資格なし

通常審査と同様に審査を実施し、
「Ａ」評価以上であること
（ただし、「事故の実績」における
基準点は適用しない）

「一定基準」とは･･･

不正申請、死傷事故、事故報告なしによる
認定の取消

転覆等の事故、悪質違反による事故による
認定の取消、格下げ

行政処分による認定の取消
（車両停止以上）
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＜例＞
有責の第一当事者となる死傷事故を発生させた
→認定取消となり、取消後３年間は申請資格が
剥奪される。

事業者が車両停止の行政処分を受けた
→認定取消となり、取消後１年間は申請資格が
剥奪される。

＜例１＞
ランクAAの事業者が転覆事故を発生させた
→ランクAに格下げされる。
＜例２＞
ランクAの事業者が転落事故を発生させた
→認定取消となり、取消後１年間は申請資格が
剥奪される。


